
  

                               令和 ２年 ５月１６日  

   

ご契約様各位  

                                                      

緊急事態宣言解除に伴うお知らせ  
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

   平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  

新型コロナウイルス感染症予防及び拡大防止対策へのご理解・ご協力を賜り  

誠にありがとうございました。緊急事態宣言解除に伴い、マリーナにて講じて  

まいりました措置につきましても段階的に緩和・解除をさせていただきます。  

下記の件につき、ご査収の程宜しくお願い申し上げます。  

                                    敬具  

記  

   １ 緩和・解除措置について  

①  エントランス内のテーブルおよび椅子を十分な間隔を確保し設置を再開させていた

だきます。（長時間の滞在はお控え願いますよう、お願い申し上げます。）  

②  リフレッシュルームご利用について、いちどにご利用いただける人数を  

３名様としシャワーのご利用を再開させていただきます。  

（浴槽・サウナにつきましては、引き続き利用停止とさせていただきます。）  

   ２ ご利用中止継続措置として  

①  オーナーズルーム及び２階トイレのご利用の中止  

②  バーベキューコーナーのご利用中止  

③１階トイレ内ハンドドライヤー・２階コーヒーマシーンのご利用中止  

   ３ イベントについて  

①  ６月まで、すべてのマリーナイベントを中止させていただきます。  

       ７月からのイベントにつきましては、順次ホームページにてご案内させて  

いただきます。  

３ レンタル・スクール業務再開について  

①  みとボートレンタル   ５月３０日（土）より再開させていただきます。  

②  ボート免許教室・ヤマハシースタイル・その他のスクール業務につきましては  

６月 １日（月）より再開させていただきます。  

   ４ 営業時間について、当面の間、営業時間の短縮を継続させていただきます。  

①  ８：４５～１６：３０  

   ５ ビジター艇の受け入れについて  

①  ６月１日（月）より再開させていただきます。  

   ６ ブルーモーメント営業再開について  

①  ５月２３日（土）より営業の再開を予定いたしております。  

 

利用制限を一部緩和・解除させていただきましたが引き続き警戒を緩めることなく  

できる限りの注意を払いマリーナの運営を心掛けて参ります。  

ご来所の際は、できる限りマスク着用いただき、アルコールによる手指の消毒に  

ご協力いただくとともに、少しでも体調に異変がある場合は、ご来所を控えて  

いただくよう、お願い申し上げます。  

また、再び感染が拡大した場合や緊急事態宣言が発令された場合等、  

社会的な情勢を考慮し、改めて利用制限をお願いさせていただく場合がございます。  

 

今しばらくご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力の程、  

よろしくお願い申し上げます。  

以上となります。  

 

三河みとマリーナ支配人 松井 洋  



 


